
 

 

長野市 PRESS RELEASE 

 

 令和７年 10月 23日 

 長野市消費生活の安定及び向上に関する条例に基づき、本市の消費生活の

安定と向上及び商品等の安全確保に関する基本的事項を協議するため、次の

とおり長野市消費生活協議会を開催しますので、お知らせします。 

１ 日 時 令和７年 10 月 30 日(木)午前 10 時 30 分～正午 

２ 場 所 長野市もんぜんぷら座 ３階 304 会議室   

（大字南長野新田町 1485-1） 

３ 協議事項  

（1）第三次長野市消費者施策推進計画の策定について（諮問） 

（2）長野市消費者行政の概要について 

（3）第二次長野市消費者施策推進計画の実施状況について 

 （4）その他 

４ 出席予定者 

（1）長野市消費生活協議会委員 12 人 

（2）長野市 地域・市民生活部長、地域・市民生活部市民窓口課長ほか 

 ５ その他 

（1）傍聴を希望される人は、10 月 28 日(火)午後５時までに、電話、 

ファクス又は電子メールで、消費生活センターへ御連絡ください。 

※受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。（定員５人） 

（2）取材を希望する報道関係の皆さんは、直接会場へお越しください。 

（3）「もんぜんぷら座」は駐車場がありませんので、公共交通機関又は、 

近隣の有料駐車場を御利用ください。 

地域・市民生活部市民窓口課消費生活センター  （課長）髙野 毅   （担当）大久保秀美   

TEL：026-224-5777  FAX：026-223-1818  E－mail：shouhi @city.nagano.lg.jp 

令和７年度 第１回長野市消費生活協議会を開催します 


